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当行は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最

高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中し、業務執行および取締役会から独立した監査

役および監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現すると

ともに、組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。

また、当行は、平成27年6月から適用されている、国内の取引所に上場する会社を対象とする「コーポレートガ

バナンス・コード」に関し、その考え方に賛同し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて本コードを適

切に実践することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化に

取り組んでおります。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの現状

当行経営の意思決定機関である取締役会は、業務執行を行う2名

の取締役と、主に業務執行に対する監督を行う5名の社外取締役

の計7名とすることで、経営の透明性と客観性を確保し、適切な経

営の意思決定を実現しております。また、通常の業務執行について

は、業務執行を機動的に行うために、業務執行取締役2名を中心と

する執行役員制度と部門制を採用し、各分野の業務経験が豊富な

執行役員を部門長に任命し、業務を行っております。さらに、取締

役会から独立した監査役および監査役会が、取締役会や業務執行

に対する監査機能を担うことで、より牽制の効いたコーポレート・ガ

バナンス体制を構築し、この体制のもと、最適かつバランスがとれ

た経営方針を採択し、企業価値の向上を目指しております。

当行のコーポレート・ガバナンスの特徴／

社外取締役による経営の透明性と客観性の確保

当行は、平成12年に新生銀行としてスタートして以降、経営の

透明性と客観性を確保したうえで持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上を図るため、一貫して社外取締役の監督機

能を重視した経営を行っております。現在は、監査役会設置会

社としてのコーポレート・ガバナンス形態のもと、日常の業務

執行を担う社内取締役2名に対して、社外取締役5名を配し、

社外取締役が過半数を占める取締役会の構成をとっておりま

す。社外取締役は、それぞれ、国内および海外での金融業や、

消費者を対象とした事業、リスク管理分野、情報システム分野

などに関する豊富な経験と高い専門知識を有するメンバーで

バランス良く構成しており、各取締役の持つ経験と専門知識

を背景に、中立的かつ客観的な立場から当行の経営に対する

意見を述べ、業務執行を行う業務執行取締役に対する監督・助

言機能を果たしております。

定例の取締役会は年6回開催され、また、必要がある都度臨

時の取締役会を開催しています。取締役会では、メンバー全員

が自由に発言し、活発な議論が展開されております。各社外取

締役は、各々のバックグラウンドでの知見や経験をもとに、当

行経営に対して積極的に意見し、各議題について、大局的な見

地から最適な戦略を展開しているか、リスクとリターンのバラ

ンスはとれているか、ビジネスの成長に資するものであるか、

といった点についての監督を行っております。これらの議論を

通じて会社の方針を決定することで、当行の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上に努め、株主の皆さまやお客さま

をはじめとするさまざまなステークホルダーの利益を確保し、

適切な業務推進体制を維持しております。

当行では、非常勤である社外役員が、それぞれの持つさま

ざまな知見や業務執行に関する情報を共有することを目的

に、社外役員で構成する定期的な会合を設けております。各

社外役員は、この機会を活用することで、業務執行取締役の
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株主総会

コーポレート・ガバナンス体制図（平成27年6月18日現在）

取締役／取締役会
（7名中5名が社外取締役）

経営戦略の策定
業務執行の監督

経営戦略の実行
業務の執行

会計監査人

社長

執行役員
（各部門長）

経営会議 監査部

７つのビジネス部門

各グループ会社 各重要委員会

業務執行

監査役／監査役会
（3名中2名が社外監査役）

取締役会の構成
業務執行取締役
（2名）

社長 工藤 英之
副社長 中村 行男
J. クリストファー フラワーズ
アーネスト M. 比嘉
可児 滋
槇原 純
富村 　一

社外取締役
（5名）

選任選任

監査

監査

選任 監督

職務や当行グループの業務に対するより実効性のある監督、

助言、監査に役立てております。

取締役や主要株主などとの取引については、利益相反を回

避し、取引の公正性を維持するためのチェックを行っており、

必要に応じて取締役会で審議する体制や事後フォローの体制

を整備し、実践しております。

執行役員制度と経営会議、重要委員会

当行では日常の業務執行の機動性を確保するために執行役

員制度を採用しております。平成27年6月18日現在、業務執

行取締役を含めて27名の執行役員が取締役会で選任され、

業務を遂行しております。取締役社長をはじめとする業務執

行取締役による指揮のもと、取締役会で選任された執行役員

および各業務部門の部門長が、部門制のもと、それぞれの管

掌する業務を効率的に遂行する体制を構築しております。

また、取締役社長が業務執行に関する決定を行う機関とし

て、業務執行取締役および部門長である執行役員レベルで構

成する経営会議を設置し、迅速で効率的な業務運営を実現し

ております。経営会議については毎週定期的に開催しており、

当行の業務運営に関する事項を審議しておりますが、そこで

氏名 選任理由
社外取締役
J. クリストファー フラワーズ

金融業務全般についての専門性と幅広い見識
を当行経営に反映していただくために選任して
います。

社外取締役
アーネスト M. 比嘉*

消費者を対象とした事業の経験と高い見識を
当行経営に反映していただくために選任してい
ます。

社外取締役
可児 滋*

リスク管理分野における見識と銀行業務に関す
る幅広い知識を当行経営に反映していただく
ために選任しています。

社外取締役
槇原 純*

金融に関する豊富な知識、また、国内および国
外での経験を当行経営に反映していただくた
めに選任しています。

社外取締役
富村 隆一*

企業経営者およびコンサルタントとしての豊富
な経験と情報システムを含む幅広い知識を当行
経営に反映していただくために選任しています。

社外取締役の選任理由

*  当行は、株式会社東京証券取引所に対して、アーネスト M. 比嘉氏、可児滋氏、槇原純
氏、富村隆一氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。

取締役会開催の状況

•  当行の取締役7名のうち、過半数の5名が社外取締役です。
•  取締役会の過半数を社外取締役とする体制は、新生銀行ス
タート時から継続しています。

•  東京証券取引所には社外監査役を含め、独立役員として6名
を届け出ています。（平成27年6月現在）

71%

社外取締役
構成比率

•  社外取締役も含めた各取締役は、取締役会に毎回参加し、当行
の経営や業務執行に関して活発な議論を行っています。

•  左記は前年度株主総会以降に開催した取締役会（全9回）の平均
出席率です。100%

取締役会の
出席率
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氏名 選任理由
常勤監査役
永田 信哉

当行における長年の財務・会計にかかる業務経
験を当行監査に反映していただくために選任し
ています。

非常勤監査役
渋谷 道夫*

公認会計士としての専門的な知識・経験および
上場会社の監査役としての経験を当行監査に
反映していただくために選任しています。

非常勤監査役
志賀 こず江*

弁護士としての専門的な知識・経験および上場
会社の社外役員としての経験を当行監査に反
映していただくために選任しています。

監査役の選任理由

*  当行は、株式会社東京証券取引所に対して、渋谷道夫氏、志賀こず江氏を独立役員と
する独立役員届出書を提出しています。

*  前年度株主総会以降の開催回数。

取締役会 監査役会

  開催回数* 9回 12回

出席率 96% 100%

監査役の平成26年度実績

会議・委員会名 主な目的等

経営会議 日常の業務執行にあたっての社長の決議機関。

ALM委員会 中・長期的なALM運営についての協議、方針策
定および決議を行う。

コンプライアンス委員会 法令遵守のための連絡、調整および決議を行う。

リスクポリシー委員会

全行的なポートフォリオのリスク運営方針、管理
フレームワークや、主要なポートフォリオ、セク
ターおよびプロダクト等の取組方針などについ
ての協議を行う。

債権管理委員会
重大な問題債権のトップマネジメントに対す
る迅速な報告および債権売却、債権放棄等に
かかる直接償却等の決定を行う。

中小企業向け
貸出取引
推進委員会

法人営業全般にわたる営業方針や課題に関す
る協議を通じ、経営健全化計画における中小
企業向け貸出の目標達成のための全行的な取
り組みの主導等を行う。

IT委員会 当行グループの情報システムに関する事項の
協議、調整および決議を行う。

業務継続体制
管理委員会

業務継続体制の整備を推進するための全行横
断的な協議、調整および決議を行う。

バーゼル委員会
バーゼル規制への対応を中心とする、規制資
本に関する事項についての協議、調整および
決議を行う。

人材委員会 人事制度や諸施策等についての協議、調整お
よび決定を行う。

経営会議および重要委員会の概要

の議論を通じて、各部門は当行の経営戦略や目指す方向性を

会議の都度確認し、部門間で共有し実行しております。

さらに、当行では、業務の専門化、複雑化に伴って発生する

事項に適切かつ機動的に対応するため、部門横断的な各種の

委員会を設置しております。

監査役／監査役会

当行の監査役会は、当行での業務経験が長く、財務および会

計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公認会計

士である社外監査役2名で構成され、それぞれの持つ専門性

とコーポレート・ガバナンス等に関する知見をもとに、取締役

会から独立した立場で取締役会の職務執行を適切に監査して

おります。さらに、社外監査役は、ともに他社における社外役

員の経験を活かし、より独立的、客観的な立場から意見表明等

を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。

監査役は、取締役会のほか経営会議などの重要会議への

出席、重要書類の閲覧、取締役・執行役員・会計監査人などから

の報告聴取などの監査活動を自ら行うことに加え、監査部な

どの内部統制部署との連携ならびに監査役室スタッフの活用

を通じ、当行および子会社を含め当行グループの業務執行状

況を組織的かつ効率的に監査しております。
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内部統制

コーポレート・ガバナンスが正しく機能するためには、取締役会

を中心とした業務執行の監督と意思決定の仕組みを整備する

ことに加え、内部監査、コンプライアンスといった機能が適切

に働くための体制づくりが必要になります。また、会社法で求

められる内部統制システムの構築、あるいは金融商品取引法

で求められる財務報告の正確性を担保するための内部統制

の確保も、コーポレート・ガバナンスが正しく機能するための重

要な要素となります。これら内部統制の確保は、経営の責任に

おいて行うものですが、実際の業務を行う各部門において、具

体的な内部統制を確保する手段を講じることによって、全体の

内部統制が有効に機能します。当行では、日常の業務を適切か

つ効率的に遂行するための内部統制システムの基本方針は、

取締役会が決定した「内部統制規程」に定めており、また、取

締役会において毎年、内部統制システムの整備状況の確認を

行っております。「内部統制規程」では、監査役による監査の実

効性を確保するための体制の整備を定め、また子会社・関連会

社ポリシー、情報セキュリティポリシー、リスクマネジメントポリ

シー、業務執行規程、新生銀行行動規範および内部監査規程

を基礎となる規程として定め、子会社を含む当行グループ全

体を通じた業務の適正・透明性・効率性の確保に努めておりま

す。さらに、企業倫理憲章において反社会的勢力との関係の遮

断を定めるなど、反社会的勢力との関係を断ち、業務の適正を

確保する体制の整備を図っております。なお、当行では、平成

27年5月の会社法改正を受け、適切なグループ内部統制シス

テムや監査を支える体制等の整備を行っております。

経営会議

内部統制の枠組み

監査部代表取締役社長

取締役会

経営管理
業務管理

監査役／監査役室 会計監査人

執行役員（各部門長）

内部統制規程

（法令遵守・企業集団管理）
コーポレートスタッフ部門

情報セキュリティ
ポリシー

リスクマネジメント
ポリシー

業務執行規程
新生銀行
行動規範

子会社・関連会社
ポリシー

企業倫理憲章

内部監査規程

（損失負担管理）
リスク管理部門

（情報保存・効率化）
金融インフラ部門

個人部門金融市場部門

法人部門

（計画・予算の策定・管理）
財務部門

各グループ会社

各重要委員会

内部統制システム 当行内部統制の基本的なルール

選任・監督 監督 監査

監査

監査

監査

報告

報告

報告

Plan

Do

Check

Action

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス

連
結
財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

社
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

特
集

事
業
概
況

株式会社 新生銀行　年次報告書 2015

51

資
料
編



法務・コンプライアンス統轄部は、コーポレート・ガバナンスの

中核のひとつである法務・コンプライアンス機能を一体とし

て担っております。

コンプライアンス体制

当行は、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題のひと

つと位置づけ、コンプライアンス体制の整備により、社会から

の信頼に応えうる、健全かつ適正な経営に努めております。

当行のコンプライアンス組織は、コンプライアンス委員会、

法務・コンプライアンス統轄部、各部室店に配置されたコンプ

ライアンス責任者（部店長）、コンプライアンス管理者を中心

に運営されております。コーポレートスタッフ部門長を委員長

とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関す

る重要事項の検討・審議を行っております。一方、法務・コンプ

ライアンス統轄部は、コンプライアンスリスクを一元的に管

理するとともに、コンプライアンス施策の企画・推進を行って

おります。

また、コンプライアンス責任者は各部室店でのコンプライ

アンス施策の推進のリーダーシップを発揮するとともに、現

場でのコンプライアンスの判断の責任を持ち、コンプライア

ンス管理者は、各部店のコンプライアンス状況を定期的に法

務・コンプライアンス統轄部あてに報告するなどの役割を果た

しており、現場でのコンプライアンスの強化に注力しておりま

す。法務・コンプライアンス統轄部は、各部店のコンプライア

ンス判断のサポートやコンプライアンス管理者を通じて、全社

的なコンプライアンス施策の実施状況をモニターし、指導を

行っております。なお、法務・コンプライアンス統轄部内には、

振り込め詐欺などの金融犯罪・マネーローンダリング規制・反

社会的勢力への対応を一元管理する金融情報管理室および

法務事項を専門的に管轄する法務室を設置しております。

コンプライアンス活動

毎年度コンプライアンス・プログラムを作成し、規程の整備、

研修などを推進しております。特に、コンプライアンス意識の

浸透を図るためのツールとして研修を重視し、当行社員とし

ての基本的な考え方である「行動規範」の研修、各部室店ご

とのコンプライアンスリスクを踏まえたテーマの自主研修、

法令改正など重要なコンプライアンス事項に関してのテーマ

別研修など、継続的に研修を実施しております。

また集合研修のほか、eラーニング、要点を簡潔にまとめた

コンプライアンスメール（コンプライアンスワンポイントレッ

スン）を定期的に発信するなど、より研修効果の高い環境づく

りにも努めております。

企業法務

銀行が日々の営業活動を行うにあたり遵守すべき法令・規則

などは多岐にわたります。万一これら法令・規則などに抵触す

る行為を行った場合、当行が一金融機関としての信用・評価

を失うばかりでなく、わが国の金融システム全体の信用・機能

を損なうことにもなりかねません。また、個々の取引に関して

も、当行にとって著しく不利益な内容の契約を締結したり、あ

るいは契約締結に至るまでの過程で不適切な対応をしたりし

た場合には、紛争を惹起し、結果として当行に不測の損害を

与えるリスクがあります。これらの法務リスクの発生を予防し

適切に管理することは、今日の銀行業務運営において極めて

重要な課題のひとつとなっております。

当行では、法務事項（組織法務、契約（取引）法務、訴訟法務

など）を専門的に管轄する法務・コンプライアンス統轄部法務

室を設置し、法務リスクの発生予防・管理を図るとともに、コン

プライアンス態勢を法務面から支えております。

法務・コンプライアンスへの取り組み
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銀行業務に付随するリスクは、近時多様かつ複雑になってき

ており、リスク管理の重要性はますます高まっております。内

部監査は、かかるリスクの管理体制の有効性を独立した観点

から検証する役割を持ち、それによりコーポレート・ガバナンス

の維持および強化を図っております。

当行の監査部は、取締役社長に直属するとともに、監査役

会にも報告を行います。監査部は、取締役社長の業務管理責

任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂

行を補佐し、リスク管理およびガバナンス体制の有効性、情報

およびITシステムの信頼性ならびに法令規則などの遵守性に

ついて、独立した客観的立場からの評価を行うとともに、経営

のためのソリューションを提供します。監査部はまた、監査役

会と緊密な連携を保持し、内部監査関連情報を監査役会に提

供します。

監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、

また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日

常業務および内部管理プロセスから独立しております。監査

の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行が直面する

リスクを全行的視点からとらえたマクロリスク評価と、各部店

固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み

合わせにより、包括的なリスク評価を行っております。相対的

にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優

先的に監査資源を投入しております。

内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部門の

情報収集が重要です。監査部では、重要な会議への出席や内

部管理資料の閲覧および各業務部門のマネジメントとの定期

的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を

充実させております。

監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チームおよび品質

管理・企画チームで構成されております。監査部では、監査要

員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情

報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。

また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかか

る基盤の整備も継続的に行っております。監査部は、これらの

内部監査の活動について第三者機関による品質評価を定期

的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、

改善活動に取り組んでおります。これらの活動は、当行グルー

プ会社の内部監査部門とも連携して取り組んでおります。

内部監査
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役員の状況
平成27年7月1日現在

執行役員（27名）

工藤 英之 代表取締役社長 最高経営責任者
中村 行男 代表取締役副社長 コーポレートスタッフ部門、財務部門、金融インフラ部門担当
サンジーブ グプタ 専務執行役員 特命担当
岡野 道征 専務執行役員 グループ最高情報責任者 金融インフラ部門長 

瀬戸 紳一郎 専務執行役員 法人部門長
平沢 晃 常務執行役員 コーポレートスタッフ部門長 兼総合企画部長 兼金融円滑化推進管理室長
川添 泰伸 常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
小座野 喜景 常務執行役員 法人部門副部門長
南光院 誠之 常務執行役員 最高財務責任者 財務部門長 兼財務・主計本部長
佐藤 博信 常務執行役員 金融市場部門長
山下 雅史 常務執行役員 個人部門長
柳瀬 重人 常務執行役員 法人営業担当役員
花田 直人 執行役員 システム開発第二部長
平野 昇一 執行役員 法人企画部長
薦田 貴久 執行役員 人事部長
牧角 司 執行役員 法人営業担当役員
政井 貴子 執行役員 金融市場調査部長
松原 正典 執行役員 システム開発第一部長
松浦 祐司 執行役員 市場営業本部長
馬上 望実 執行役員 ストラクチャードリスク管理部長
奈良 暢泰 執行役員 法人営業担当役員 兼大阪支店長
柴﨑 栄二 執行役員 法人営業担当役員 兼金融法人営業部長
嶋田 康史 執行役員 市場リスク管理部長
清水 哲朗 執行役員 個人営業本部長
鈴木 啓史 執行役員 金融インフラ企画部長
冨田 昌義 執行役員 個人企画本部長
吉川 貴志 執行役員 総合企画部国際企画室長

シニア・アドバイザー（1名）

デイヴィッド モーガン HSH Nordbank AG
スーパーバイザリーボードメンバー
J.C. フラワーズ社 欧州・アジア太平洋地域 
マネージングディレクター

顧問（1名）

津島 雄二

相談役（1名）

当麻 茂樹

取締役（7名）

工藤 英之 代表取締役社長
中村 行男 代表取締役副社長
J. クリストファー フラワーズ（注）J.C. フラワーズ社 マネージングディレクター 兼最高経営責任者
アーネスト M. 比嘉（注） 株式会社ヒガ・インダストリーズ 代表取締役会長兼社長
可児 滋（注） 元日本銀行 文書局長、横浜商科大学 特任教授
槇原 純（注） マネックスグループ株式会社 取締役、フィリップモリスインターナショナル 取締役
富村 隆一（注） 株式会社シグマクシス 取締役副社長

（注）社外取締役

監査役（3名）

永田 信哉 常勤監査役
渋谷 道夫（注） 公認会計士
志賀 こず江（注） 弁護士

（注）社外監査役
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 総合企画部
  （国際企画室）
 人事部
 IR・広報部

 法務・コンプライアンス統轄部
  （法務室）
  （金融情報管理室）
 与信管理部
 総務部
 業務管理部
  （FATCA推進管理室）
 金融円滑化推進管理室
 法人企画部
  （法人顧客サービス室）
  （西日本法人企画室）
  （プリンシパルインベストメンツ業務室）
  （新事業領域推進室）
 営業第一部
 営業第二部
 営業第三部
 大阪営業部*6

 不動産法人営業部
 海外事業開発部
 金融法人営業部
 大阪金融法人営業部*6

 公共金融部
 札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡各支店
 不動産ファイナンス部
 ヘルスケアファイナンス部
 スペシャルティファイナンス部
  （シッピングファイナンス室）
 プロジェクトファイナンス部
 ビジネスインキュベーション部
 企業情報部
  （M&A室）
  （アセットソリューション室）
 金融市場業務部
 金融市場調査部
市場営業本部
 市場金融部
 市場営業部
  （大阪営業推進室）
 投資業務部
アセットマネージメント本部
  （アセットマネージメント営業推進室）
  （アセットマネージメント商品企画室）
 ウェルスマネージメント部
 アセットマネージメント商品部
個人企画本部
 個人業務部
 グループ業務部
 個人人材開発部
個人営業本部
 グループマーケティング部
 顧客開発部
 顧客分析部
 リテール営業統轄部
  （財産コンサルティング営業室）
 チャンネルサービス部
  （福岡コールセンター）
 リテール商品部
  （ライフプランニング事業室）
  （海外送金事業室）
 住宅ローン部
 コンシューマーファイナンス部
  （アプリケーションサービスセンター）
  （カスタマーサービスセンター）
  （大阪事務処理センター）
  （お客様相談室）
事業開発部
お客様サービス部
  （お客様サービス室）
 ポートフォリオ・リスク統轄部
 市場リスク管理部
 法人審査部 
 ストラクチャードリスク管理部
 不動産リスク管理部
 個人業務リスク管理部
 審査業務部
 オペレーショナルリスク管理部
財務・主計本部
  （財務統制推進室）
 経営管理統轄部
 財務管理部
  （国際会計基準推進室）
 金融商品管理部
トレジャリー本部
 資金部
 ALM部
 システムリスク管理部*7

 金融インフラ企画部
 システム開発第一部
 システム開発第二部
 システム運用部
 事務集中部

フィナンシャルセンター*4

法人部門 

コーポレート
スタッフ
部門

財務部門

リスク管理
部門

*3

*3

金融市場
部門

個人部門

金融インフラ
部門

*5

監査部*2

経営会議取締役会

監査役室

マネージメント事務局*1

監査役 監査役会

取締役社長

お客さま

*1 取締役会および経営会議の事務局はマネージメント事務局
とする。

*2 監査部は監査役会に対しても直接報告を行う。
*3 IR・広報部はIRに関する事項については財務部門長へレ
ポートを行う。

*4 本店、札幌、仙台、金沢、大宮、柏、津田沼、東京、銀座、池袋
（川口出張所を含む）、上野、吉祥寺、新宿、六本木ヒルズ、
二子玉川（自由が丘出張所を含む）、八王子、町田、横浜（川
崎出張所を含む）、藤沢、名古屋、京都、梅田（高槻出張所、
千里中央出張所および阪急梅田出張所を含む）、難波（堺
東出張所を含む）、神戸、広島、高松、福岡

*5 チャンネルサービス部は金融インフラ部門長に対してもレ
ポートを行う。

*6 大阪営業部および大阪金融法人営業部は大阪支店長に対
してもレポートを行う。

*7 システムリスク管理部は経営に対してもレポートを行う。

*5

組織図
平成27年7月1日現在
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国内外の経済動向 

平成26年度の世界経済は、米国ではFRBがQE3のテーパリン

グを終えた後、利上げのタイミングを図り金融政策の正常化へ

の出口戦略を模索しておりますが、この間株価は良好な経済状

況を反映し市場最高値を更新するなど好調に推移しました。欧

州ではECBの量的金融緩和策実施もあり、低下傾向にあった

EU各国の国債利回りは一部を除き一時過去最低水準まで低

下したほか、EUの失業率やGDP成長率等の経済指標は回復

リスク管理体制図（平成27年6月17日現在）

代表取締役社長

業務部門

経営会議 

信用リスク 市場リスク／ALM オペレーショナルリスク

 ALM委員会
 市場取引統轄委員会

 コンプライアンス委員会
 ＩＴ委員会 案件審査委員会

リスク管理部門（8部署）
主要業務: リスクポリシー・リスクコントロールフレームワークの規定化、リスクの定量化、リスク資本計測、モニタリングと報告

取締役会 監査役・監査役会

ポートフォリオ・リスク統轄部

市場リスク管理部

法人審査部

ストラクチャードリスク管理部

不動産リスク管理部

個人業務リスク管理部

審査業務部

オペレーショナルリスク管理部

 リスクポリシー委員会

リスク管理

平成26年度概要

当行は、リスク管理を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけ、各種委員会の整備・機能強化、銀行内の他部門か

ら独立したリスク管理部門による牽制機能の確保等、リスク管理態勢強化のための諸施策を講じてまいりました。リス

ク管理部門は、各種ポートフォリオのリスク管理方針、個別企業との取組方針を十分議論し、適切かつ迅速に判断を行

うとともに、ビジネス拡大に合わせたリスクテイク能力の強化、リスク管理手法やフレームワークのブラッシュアップ、リ

スクカルチャーの一層の深化に向け、さらなるリスク管理態勢の強化に継続的に取り組んでおります。

傾向を示しております。

このような中で、平成26年度の日本経済においては、消費

増税前の駆け込み需要の反動で4-6月期にGDP成長率が大

きく悪化したのち、7-9月期も予想外のマイナス成長となり、

その後も緩慢な回復にとどまる一方で、企業業績は円安に支

えられ主に輸出企業における改善等を受けて、日経平均株価

は15年ぶりに2万円台を回復しました。また、企業倒産数は引

き続き減少傾向が続いたほか、東京のオフィス市況において

も、空室率、平均賃料が改善し、価格の上昇傾向が鮮明になっ

ております。
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当行のポートフォリオ状況

こうした中で、当行のポートフォリオの状況に関しましては、事

業法人向けエクスポージャーにおいては、前年に引き続き、大

口先を含めて信用力の悪化による影響は低位にとどまりまし

た。ノンリコースローンを中心とする不動産関連融資に関して

は、引き続き高リスク資産の削減を行いつつ、資産の入れ替

えに伴う質の改善に努め、当行ポートフォリオ全体の不良債権

比率低下の主たる要因となりました。コンシューマーファイナ

ンス事業に関しては、法改正による環境変化や競合関係の激

化などの外的要因の影響により債権残高の減少が継続して

おりましたが、平成26年度は成長分野への取り組みや与信戦

略の見直しなどを行ったことが奏功し債権残高は反転してお

ります。また、過払い利息返還損失はすでにピークアウトし、期

間利益で吸収可能な水準に収束したと認識しています。

ポートフォリオ全体として、上記の与信関連費用低減や資産

の質の改善によるリスク量の削減に加えて、収益の積み上げ

による自己資本の順調な蓄積により、資本バッファーは拡大

傾向にあり、経営の安定性が向上しております。

リスク要因ならびに今後の対応方針

平成27年度は、特色ある事業基盤の確立、収益の増加と財務

体質の一層の改善を目標とした平成25年度からの第二次中

期経営計画の最終年度にあたります。これまで外部環境は回

復基調が続いておりましたが、今後の米国の金融緩和策の出

口戦略の影響、中国経済の減速、ギリシャ情勢も含めた欧州政

府債務問題、地政学リスク等による世界経済下振れのリスクに

ついては注視する必要があります。リスク管理部門として、的

確に内外の環境を認識し、ストレステストの実施などポートフォ

リオのリスクプロファイルの多面的な把握と経営層との認識

の共有に努めてまいります。また、営業部門の成長分野への取

り組み、営業戦略の遂行に関しては、適切な牽制機能を果たし

てまいります。新たなアセットに関しても十分モニタリングを

行い、必要に応じてリスク戦略の機動的な見直しを行うなど、リ

スク管理態勢の整備と強化を図ってまいります。

リスク管理体制の基本的な考え方

金融機関の有するリスクには、信用リスク、市場リスク、金利リ

スク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどさまざまな

ものがあります。金融機関が、収益性の高い安定した業務運

営を行うには、これらのリスクのコントロール、すなわち、いか

にリスクを取っていくか、いかにそのリスクと向き合うかを大

きな経営課題としてとらえることが必要です。そのためには、

リスクが銀行全体の方針・個々の業務運営の方針などに従っ

て取得されているか、リスクが適正な限度内にあるか、また、

それぞれの担当部署で適切に管理されているかどうかを監

視する機能が求められております。

総合的なリスク管理を目指して

当行では、当行全体がかかえるリスクの総和を把握し、能動

的な管理を行っていくため、各種リスクについての基本的認

識およびリスク管理の基本方針を、「リスクマネジメントポリ

シー」として制定しております。当行が直面するリスクは、厳

しい競争環境と、規制環境や市場環境の変化のもとで複雑

さを増しつつあります。かかる状況のもと、同ポリシーにおい

て、金融危機の経験を踏まえ、リスクカルチャーを含めたリス

ク管理の基本方針を規定し、取得可能なリスクに関する見極

めの向上に努めております。

総合的なリスク管理とは、個別業務のリスクを一つひとつ

精緻にモニタリングするだけでなく、全行的な観点からリスク

の総和をとらえ、市場や顧客に対する分析や洞察を踏まえて

できるかぎり計量化していくことです。当行では、統合的な管

理手法である「リスク資本」を定義し、①信用リスク、②市場リ

スク、③金利リスク、④オペレーショナル・リスクの各リスクカ

テゴリーに関するリスク量の計測を行い、銀行全体のリスク

量、ビジネスライン別の資本帰属の状況をモニターすること

により、経営体力とリスク取得の状況を統合的に管理してお

ります。現在、当行はリスク取得に対し十分な経営体力を維持

しておりますが、こうした中においても統合的なリスク管理が

常に有効に機能すべく、管理手法については継続的に改善を

図っております。

総合的なリスク管理
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なお、当行では、経営の付託を受け、「リスクポリシー委員

会」「案件審査委員会」「ALM委員会」「市場取引統轄委員

会」などの各種特定の委員会を設置しております。委員会の

構成や機能は、環境の変化に応じて継続的な改善を図りな

がら、いずれも重要なリスク判断を担う委員会として有効に

機能しております。リスクポリシー委員会は、最高経営責任

者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、チーフリスクオフィサー

（CRO）を含む経営陣が参加し、リスク管理方針と並行して

事業戦略をレビューすることにより、妥当かつ最適なリスク取

得の規定や調整に重要な役割を果たしております。

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産

（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、損

失を被るリスクです。

当行の信用リスク管理では、リスクに対する十分なリター

ンを確保し、特定のセクターまたは特定の債務者への過度の

集中を避け、クレジットポートフォリオから発生しうる最大損

失を認識しつつ管理しております。

当行は「クレジットリスクポリシー」において、リスクを取得

または抑制すべき顧客属性、商品、市場、業種、与信形態等

についての具体的な取組方針を定め、「クレジットプロシー

ジャー」および各種手続き体系とともに、与信業務の基本方

針と信用リスク管理の具体的な指針を明確に定めておりま

す。信用リスク管理プロセスは、以下のとおり、個別案件の信

用リスク管理とポートフォリオベースの信用リスク管理に大

別されます。

個別案件の信用リスク管理

（1）組織・体制

与信案件の審査は、原則として営業推進部門と、営業推進部

門から独立したリスク管理部門の合議により決裁され、かつ

リスク管理部門が拒否権を持つことにより透明性のある厳正

な判断プロセスとなっており、営業推進部門に対して有効な

牽制関係が確立されております。各案件は、案件審査委員会

等により審議、決裁されますが、取引先グループとして管理す

べき与信先については、当該グループに対する総与信額およ

び格付等に基づき決裁権限レベルを定め、厳格な運営を行っ

ております。

また注意を要する債権に関しては、格付・与信残高・引当額

等により一定の基準を設けて、債権管理委員会において債務

者の業況をモニタリングして予防的管理を行い、今後の対応

方針を決定することにより、与信関連費用の極小化と資産の

健全化の確保に努めております。

リスク資本の定義

リスク資本の定義
予期せぬ経済的損失へのクッションとして必要とされる資
本の額。保有期間1年の間に生じうる非期待損失額（Unex-
pected Loss)として算出される。

信用リスク

信用VaR（Credit Value at Risk）から期待損失額を差し引
いた非期待損失額。
信用VaRは、デフォルト率、デフォルト時与信残高、デフォルト
時損失率などを基礎データとするシミュレーションにより算
出される予想最大損失額。

市場リスク
市場VaR（Market Value at Risk）により算出される金利、
為替、価格変動リスクの予想最大損失額。
市場VaRは、保有ポジション、リスクファクターのボラティリティ
などを基礎データとするシミュレーションにより算出される。

金利リスク

金利VaR（Interest Rate Value at Risk）により算出され
るバンキング業務の円貨金利リスクの予想最大損失額と、
BPV法によって算出される外貨金利リスクの合計値として算
出される。
金利VaRは、金利の100bpsの変化に対する公正価値の感応
度などを基礎データとする分散共分散法により算出される。

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・リスクVaR（Operational Risk Value at 
Risk）により算出される予想最大損失額。
オペレーショナル・リスクVaRは、内部損失実績と潜在的な損
失シナリオに基づき想定される発生頻度と損失規模の確率
分布を基礎データとするシミュレーションにより算出される。

統合リスク資本 各リスクカテゴリーのリスク資本の単純合計から、リスクカテ
ゴリー間の相関の効果を差し引いた額。

法人向け業務の信用リスク管理 
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（2）信用リスクの計量化

信用リスクの計量化とは、信用供与先の信用力の変化によっ

て発生する損失の可能性を計測して把握することです。過去

の経験や将来の見通しなどから想定されるデフォルト率や回

収率に基づき算出される損失額の期待値を、一般に「期待損

失」と呼びます。また、過去の経験に基づいた予想を超える最

悪の状況において見込まれる損失を一般に「非期待損失」と

呼び、「非期待損失」を計測することで、リスク資本を求めるこ

とができます。

当行では、信用力や取引条件などのデータから信用リスク

を自動的に計量化するシステムを運用することにより、リスク

資本を正確に計測する体制を整備しております。これにより、

リスク資本の変化や、リスクに対する収益性の分析を通じ、健

全なポートフォリオ運営と資源配分に役立てるように努めて

おります。さらに、計測された期待損失、非期待損失は、貸出

スプレッドに反映させることにより、個別案件のリスクに対す

る適正なリターンの確保に役立てております。

（3）与信集中ガイドライン

与信集中ガイドラインとは、特定セグメントや特定顧客・グ

ループへの与信集中を防ぐためのフレームワークのひとつ

として設けられた上限ガイドラインです。当行の与信集中管

理フレームワークは、業種集中ガイドライン、債務者グループ

集中ガイドラインから構成され、ガイドラインを上回った場合

に、レビューと対策が講じられます。これらの手続きは、当行

のクレジットポートフォリオがシステミック・ショックまたは通常

の範囲を超えて発生する事象の影響を受けても、当行が危機

にさらされないようにするためのものです。平成26年度は、

債務者グループ集中ガイドラインにおいて、より望ましい手

続きのあり方を検討し、フレームワークの強化を行いました。

金融市場のグローバル化に伴い、リスク分散の重要性は一層

高まっており、より実効的な与信集中管理フレームワークの

構築に向けて、今後とも継続的に改善してまいります。

（2）信用ランク制度

当行の事業法人等向けエクスポージャーの行内信用格付制

度については、以下を骨子とする信用ランク制度を導入して

おります。

当行の信用ランク制度の特徴

• モデル精度の向上および適切な定性要素の反映

• 外部格付とのベンチマーキング分析

• 業種間の格付体系の整合性確保

具体的には、外部格付機関の格付をベンチマークとして構築

した格付推定モデルにより、モデル格付を算出し、定性要素

による調整を加えて信用ランクを決定する方法を採用してお

ります。信用ランクの透明性および客観性を確保するために、

「信用ランクレビューコミッティー」によって信用ランクは決

定されます。また、信用ランクは自己査定による債務者区分

との整合性を確保しております。

信用ランクは、与信承認権限手続きの基準、ポートフォリオ

管理などに活用されており、信用リスク管理の根幹となる制

度です。

また、債務者格付に加え、個別案件ベースの信用状況を把

握する観点から、担保・保証等の債権保全状況を織り込んだ

期待損失を基準とした案件格付制度を実施しております。

なお、昭和リースの大口リース債権についても、当行と同

様の信用ランク制度、案件格付制度を導入しております。

ポートフォリオベースの信用リスク管理

（1）モニタリング分析体制

信用リスクは、個別案件において適切な分析に基づく運営が

なされることに加え、取引の集合体であるポートフォリオベー

スでも、特定の業種などに偏らずに分散されるべくコント

ロールする必要があります。当行では、ポートフォリオ・リスク

統轄部が中心となり、業種、格付、商品、地域などのセグメント

別リスクの分散状況のモニタリングや、各商品のリスクプロ

ファイルを踏まえた固有の切り口による分析などを行い、月

次および適宜経営層、CROに報告することにより、ポートフォ

リオ運営に活かしております。
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市場関連取引の信用リスク

デリバティブ取引などの市場取引に伴う信用リスクについて

は、公正価値と将来の価値変動の推定をベースとして管理し

ております。市場取引に付随するリスクは、約定後の市場レー

トの変動によってリスク量が変化するため、当行では、将来の

価値変動予測に基づいて厳正な管理を行っております。

自己査定

「早期是正措置」制度の導入に伴い、金融機関は自ら貸出金

などの資産の査定を行い（自己査定）、これに基づき適正に償

却・引き当てを実施しております。

当行では、営業セクション・審査セクションから独立した与信

管理部を最終査定・責任部署とする、自己査定制度を確立し

ております。

具体的には、金融庁通達「預金等受入金融機関に係る検査

マニュアルについて」に基づき、自己査定基準および手順を

定め、営業セクションによる一次査定、審査セクションによる

二次査定や、与信管理部による最終査定を適切に実施してお

ります。今後とも、貸出先の財務状況などの変化に応じて、タ

イムリーに債務者区分および分類区分を見直し、不良債権化

の防止および問題債権への対応を早期かつ、より的確に行う

体制を強化・整備してまいります。

バーゼル規制への対応

バーゼル規制における信用リスク規制に対して、当行は基礎

的内部格付手法を適用しております。この枠組みのもと、信

用リスク管理の根幹ともいうべき内部格付制度に対して厳格

な内部統制体制を確保し、内部格付制度の設計、運用、デフォ

ルト率などのパラメータ推計などを行っております。内部格

付制度の果実が、信用リスクの内部管理のみならず、規制上

の所要自己資本額の計算にも反映されます。なお、平成25年

度末より、バーゼルⅢ（資本規制の強化・見直し等）に基づいて

所要自己資本額および自己資本比率を算出しております。

コンシューマーファイナンス事業のリスク管理は、申込（入口）

審査から契約後の期中管理（途上与信）、さらには債権回収に

至るまでコンシューマーファイナンス事業の業務運営全体を

網羅しております。個人部門のリスク管理を担っている個人業

務リスク管理部は、当行のリスク関連部署との情報共有およ

び課題認識の共有化を目的に、当行子会社のリスク担当役員

も交えた月次でのリスクパフォーマンスレビューを開催し、リ

スク管理全体に関する与信方針や与信戦略について、当行関

連部署や子会社への助言を行っています。各子会社における

リスク関連部署は、各社の事業特性に応じた顧客属性や信用

情報、取引履歴にかかる与信関連データベースを活用しなが

ら、統計的手法を用いて開発したスコアリングモデル（初期与

信スコア、途上与信スコア、コレクション戦略スコアなど）を与

信プロセスに組み込むことで適切なリスクコントロールを行っ

ております。また、これらのスコアリングモデルは、モデル開発

時の判別精度を維持するため、モデルパフォーマンスをモニ

タリングしながら定期的なチューニングを行っております。ク

レジットコストはコンシューマーファイナンス事業の収益性管

理において極めて重要です。そのため、ポートフォリオ全体で

のアセットクオリティの悪化を早期に把握することにより、収

益性改善に向けた行動を速やかに取れるように、ポートフォリ

オレベルでの複数の先行指標を予兆管理としてモニタリング

しております。

市場リスクとは、金利、為替、株価等の変動により、損失を被る

リスクをいいます。

市場リスク管理方針

トレーディング業務の市場リスクは、「トレーディング業務にお

けるリスク管理ポリシー&プロシージャー」に基づき、経営会

議が全体の市場リスク限度枠や損失限度枠を決定し、市場リ

スク管理部がその遵守状況を日次で監視するとともに、市場

個人向け業務のリスク管理

市場リスク管理
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当行では、マーケット・リスク相当額の算出において、ヒスト

リカルシミュレーション法によるVaR（信頼水準99%、保有期

間10日、観測期間250日）を使用しております。VaRおよびス

トレスVaRについては下表をご参照ください。VaRの有効性

はバックテスト等を通じて検証しております。バックテストで

は、日次損失が保有期間1日を超える頻度を計測します。平成

26年度のバックテストでは、連結ベースで損失額がVaRを超

えた回数は0回でした。また、ストレステストは週次で実施さ

れ、結果は市場取引統轄委員会等へ報告されております。

バンキング勘定の金利リスク

バンキング勘定の市場リスクは、金利感応度等により管理さ

れます。金利リスクの計測については、各年限へ1%の金利

ショックを与えたGPS（グリッド・ポイント・センシティビティ）の

和を金利リスク量として算定し、内部管理に使用しております

（GPSとは、期間（グリッド）ごとの金利変動に対する資産・負

取引統轄委員会が個別ビジネスの動向、損益・市場リスクの

状況、取扱商品のリスクを含む業務全般に内在するリスクを

月次でレビューするプロセスにより管理されております。バン

キング勘定の資産・負債の金利リスクを中心とした市場リスク

は、「資産負債総合管理ポリシー」に基づき、ALM委員会が、

全体のリスク限度額と損失限度額を決定し、市場リスク管理

部がそれらの遵守状況を日次で監視するとともに、損益・リス

クの状況やリスクの運営方針等を月次でレビューするプロセ

スにより管理されております。

トレーディング勘定

トレーディング勘定の市場リスクはVaR等により管理されま

す。VaRは、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した

場合において、将来の価格変動に一定の確率の範囲内で予想

される最大の損失額をいいます。このほか、各種の感応度の

測定等を用いて複眼的なリスクの測定を行っております。

バリュー・アット・リスク（VaR）の期末ならびに期中の最高、最低、平均値

（単位：百万円）

平成25年度 平成26年度

連結 単体 連結 単体

期末VaR 1,209 1,189    976    594

期中VaR 最高値 3,265 3,243 1,662 1,534

平均値 1,735 1,701    977    789

最低値    752    713    468    397

ストレス・バリュー・アット・リスク（ストレスVaR）の
期末ならびに期中の最高、最低、平均値

（単位：百万円）

平成26年度

連結 単体

期末VaR 2,595 1,627

当期VaR 最高値 4,939 4,170

  平均値 3,065 2,537

  最低値 1,673 1,492

平成26年
4月 5月 6月 7月 8月 3月2月

平成27年
1月12月11月10月9月

日次損益 VaR（保有期間1日）

600

400

200

0

-200

-600

-400

（単位：百万円）

VaRと日次損益（バックテスティング）（平成26年度、連結ベース）

トレーディング勘定の
VaR算出モデルにかかるバックテスティング
バックテスティングとは、ポジションを固定した仮
想損失がVaRを超過する回数を算出することに
より、VaRモデルの信頼性を裏付けるものです。

当行VaR算出モデルの前提
方法 ヒストリカルシミュレーション法
信頼水準 99%
保有期間 10日
観測期間 250日
対象  トレーディング勘定
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債・オフバランス取引の現在価値の変化額のことです）。金利

リスク量は、満期の認識や期限前償還によって大きく影響を

受けるため、以下のモデルを導入し、適切な金利リスクの把

握に努めております。

a. 住宅ローン

  リテールの固定金利住宅ローンについて、期限前償還実

績を統計的に分析し、ローン実行からの借入経過期間等を

用いた比例ハザード・モデルによる将来キャッシュフローを

推計し、金利リスクを計測しております。

b. コア預金

  リテールの円普通預金および円2週間満期預金のうち、引

き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア

預金とし、実績残高推移データを統計的に分析し、顧客層

別に満期を推定することにより、預金者行動をモデル化し

ております。

なお、これらモデルは、定期的にモデル・パラメータのレ

ビューを行っております。

アウトライヤー基準算定にあたっては、上下2%の金利

ショックを採用しており、内部管理と整合的な手法で計測され

ております。また、平成27年3月末時点はアウトライヤー基準

（上下2%の金利ショックによるバンキング勘定の経済価値

の低下額がコア資本の20%を超えるか否か）を下回ってお

り、金利リスクがコントロールが可能な水準であることを示し

ております。

資金流動性リスク管理

「資金流動性リスク」とは、運用と調達の期間のミスマッチや予

期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、また

は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる

ことにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）をいいます。資

金流動性リスクについては、「資金流動性リスク管理ポリシー」

に基づき、資金繰り管理部署（資金部）、資金流動性リスク管理

部署（市場リスク管理部）が設置され、管理・運営を行っており

ます。

また、必要十分な資金流動性を確保する「リスク管理指標」

として、「資金ギャップ枠」と「最低流動性準備」がALM委員会

により決定され、遵守状況は、日次で市場リスク管理部により

モニタリングされ、経営陣に報告されております。

資金調達環境が急速に悪化した場合、追加的な資金調達や

保有資産の売却等の踏み込んだ対策を適切に遂行できるよ

う、流動性ストレステストを実施し、ストレス下においても1カ月

後の手元流動性維持を要件としております。要件が満たされ

ない場合は、要因を分析し必要な場合、資金ギャップ枠や最低

流動性準備の変更その他流動性確保に必要な措置を検討し、

ALM委員会は流動性改善方針を策定します。流動性ストレス

テストは、市場リスク管理部が月次で実施し、ALM委員会に報

告されます。また、ストレス・シナリオの妥当性等は、ALM委員

会で定期的にレビューを行っております。

資金流動性のリスク度合いについて「平常時」「懸念時」「危

機時」の「リスク運営モード」を設定し、資金繰り管理部署やリ

スク管理部署からの情報・報告、リスク管理指標の遵守状況等

を総合的に判断し、ALM委員会で決定されます。各モードに

おける対応の枠組みについては、「資金流動性危機コンティン

ジェンシープラン」を定められており、不測の事態に備え、定期

的な訓練が実施されております。

平成27年3月末の銀行勘定の金利リスク
上下2%の金利ショックに対する経済価値の変化額

（単位：億円）

連結 単体

日本円 ▲1,060 ▲651
米ドル ▲14 ▲15
その他 ▲14 ▲14
合計 ▲1,090 ▲681

アウトライヤー比率 12.9% 7.8%
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1. オペレーショナル・リスク管理体制

オペレーショナル・リスクとは、「内部プロセス、人、システムが

不適切であるもしくは機能しないこと、または外生的事象が

生起することから生じる損失にかかるリスク」です。オペレー

ショナル・リスクは、すべての業務に内在し、かつ対象領域も

広いため、組織全体にまたがる管理を必要とします。

オペレーショナル・リスクを総合的に管理するため、オペ

レーショナル・リスクの管理方針を制定し、リスクの詳細な定

義、リスク管理の基本方針と組織体制、およびリスクの把握、

評価、モニタリング、報告および管理・削減に関する手順を明

文化しております。

また、オペレーショナル・リスクを統轄的に管理する部署で

あるオペレーショナル・リスク管理部のもとで、リスク全体の

評価、分析ならびに経営層向け報告を行っております。さら

に、事務リスクやシステムリスクなどのオペレーショナル・リス

クを構成する各リスク分野に対し、事業部門から独立した専

門管理部署のもとで、各々のリスクの特性に応じた管理施策

を実施しております。これらオペレーショナル・リスク管理部と

各リスク分野の専門管理部署は、定期的に会合を持ち、連結

子会社も含む組織全体のリスクの状況などにつき情報を共

有化するとともに、各リスク分野にまたがる事項についても

協議する体制としております。

なお、リスクの計量化について、バーゼル規制上の資本の

計測は、粗利益配分手法を採用しております。一方、内部管理

上は、内部で発生した損失事件事故と各業務ラインのリスク

認識を反映した潜在的なリスクシナリオに関する情報を基礎

に内部モデルに従って計測を行い、リスク資本制度において

活用しております。

2. 事務・システムリスク管理体制

事務リスクとは、「役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・

不正などを起こすことにより損失を被るリスク」です。当行で

は個人向け銀行業務およびコンシューマーファイナンス業務

の拡充、ならびに法人向け銀行業務の展開を進めております

が、事務リスクへの適切な対応は、お客さまに信頼いただけ

るサービスをご提供するためには極めて重要な課題であると

認識しております。

当行では、「事務ガイドライン」をはじめとする各種規程の

もと、特に平成26年度は継続的かつ安定的なサービス提供

のための事務管理体制向上に向け組織面を強化し、事務フ

ローの改善や事務指導、研修等を実施し、事務水準の向上に

も努めております。具体的には、自店検査により自主的に事務

レベルのチェックを実施する体制を整えているほか、発生し

たミス・事故についてはデータベース化し、原因分析を行うこ

とにより再発防止を図っております。また、事務の単純化・機

械化等の推進により、事務ミスの発生頻度を最小限にとどめ

ております。

当行の情報システム戦略は、安全性・信頼性、柔軟性、拡張

性の3要素が重要であると考えております。特に平成26年度

は、安全性・信頼性を維持・向上させる観点から定期的なシス

テムリスク点検をスタートさせ、PDCAのプロセスを継続的

に実施することにより、システム開発における一層の品質向

上、システム運用における障害の未然防止・早期復旧回復の

徹底を図ってまいりました。また、災害対策用のバックアップ

センターの拡充、次期コアバンキングシステム構築も着実に

進捗しております。

引き続き、お客さまとの取引を安全に行うため、システム

インフラをより堅牢で安全性・信頼性の高いものにするとと

もに、絶えず変化するお客さまのニーズに応える新しい商品・

サービスを迅速に提供することができる柔軟性のあるシステ

ムを構築してまいります。

また、近時、特に問題になっております情報セキュリティ対

策においても、最新の対策を導入するなど、引き続き注力し

てまいります。

オペレーショナル・リスク管理
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当行は、第二次中期経営計画の最終年度である平成27年度

を、平成28年度から始まる第三次中期経営計画でさらなる飛

躍を目指す礎を構築する年とするため、当初設定した財務目

標はもちろんのこと、顧客基盤のさらなる拡大や、持続可能な

ビジネスモデルの構築に努めてまいります。

世界の経済や社会の構造が急速に変化しつつある中、他の

金融機関とのさらなる差別化を図ることにより、お客さまから

共感され、社会・市場から必要とされる存在であり続けるため

には、お客さまの立場に立って卓越したサービスや付加価値

の高いソリューションを継続的に提供していくことが必須で

あり、そのための優秀な人材の確保と育成が不可欠であると

考えております。当行は、今後も「人」を原動力に新しい金融

サービス、新しい銀行像を追求し、多岐にわたるお客さまの

ニーズに的確かつ迅速にお応えすることで、グループ一体と

なってお客さまを多面的にサポートできる金融機関として信

頼を獲得し、成長することを目指してまいります。

経営理念に沿った人事制度

当行は、「安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に

貢献し、お客さまに求められる銀行グループ」、「多様な才能・

文化を評価し、新たな変化に挑戦し続ける銀行グループ」、

「透明性の高い経営を志向し、すべてのステークホルダー

を大切にし、また信頼される銀行グループ」となることを経

営理念として掲げております。この経営理念および経営戦略

を実現するために、当行はこれまで、人事制度改定により透

明性・客観性の高い報酬・等級・評価制度と“Pay for Perfor-

mance”の理念を確立し、社員が各人の志向・特性・能力を活

かして組織に最大限貢献できる環境、制度、仕組みの整備に

取り組んでまいりました。その集大成として、平成27年4月に

さらなる人事制度の改定を行いました。今回の改定の趣旨

は、社員のライフスタイルや志向の多様化を踏まえた中長期

的なキャリアプランニングの支援を一層強化しようとするも

のです。具体的には、3つのコースからなる複線型キャリアシ

人材の確保・育成と企業の社会的責任（CSR）

「人」を成長の原動力に

当行の人材戦略と人事制度改定の位置づけ

組織能力を最大化し持続的に成長する銀行となるために

平成27年度からの人事制度改定内容

● 人的カルチャーの変革と人材育成・活用への注力
● 各人の志向、特性、能力を活かし、最大限貢献できる環境、制度、仕組みの整備

 働き方の選択肢の提供
 選択した働き方に応じた適正な処遇の実践
 役割期待明確化による自律的なキャリアメイク支援
 ライフステージ、個別事情に応じた勤務体系を提供
 フェアネスを重視し時代に即したフリンジの提供

中長期的な視点での
人材育成と活用

● 適材適所の人材配置・活用
● 中核人材の育成
● グループ全体での人材育成

● 健全な競争環境の整備
● 多様性の推進
● 中長期的キャリアプランニング支援

外部環境・組織ニーズに即した
人事諸制度構築と整備

人事戦略
基本方針

1 複線型キャリアシステム

2 多様な勤務形態

3 衡平なフリンジ
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ステムを導入することによって、社員の役割期待の明確化に

よる自律的なキャリアメイクを支援し、役割期待とキャリア形

成に応じた納得性の高い評価・報酬体系を実現しました。加え

て、社員の多様な働き方やライフステージに柔軟に対応でき

るよう、さまざまな勤務形態が可能な勤務制度を設けるとと

もに、時代に即した衡平なフリンジ・ベネフィット（現金給与以

外の経済的利益）を提供することにしました。これらの制度が

一体で運用される透明性の高い人事制度の構築により、社員

のモチベーションやロイヤリティーがさらに向上し、社員一人

ひとりが持てる能力を存分に発揮して、組織業績の最大化と

企業価値の向上につながっていくものと確信しております。

組織・人材の強化に向けて

当行は、顧客属性や業務の特性に応じて組織を運営する部門

制を採用しており、それぞれの分野に精通したプロフェッショ

ナルの育成に注力しております。差別化された金融ソリュー

ションを提供できる高い専門性や実行力を持つ人材がグルー

プや部門の枠を越えて連携し、お客さまに最高の価値を提供

するためには、これを促すような全社的な人材育成・人材活用

および組織風土が重要だと考えております。当行では金融全

般の幅広い知識、分野ごとに必要となる高度な専門知識・スキ

ルの習得を目的とした各種研修を社員の成長段階やキャリア

パスに応じて用意しているほか、国内外大学院派遣制度、海

外短期派遣、資格取得奨励などのさまざまな育成プログラム

を提供しております。組織力を最大化するためのマネジメント

力の強化を重点課題として、部長以上を対象にした意識改革

と行動変革を促進するための360度フィードバックの実施や

管理職向け各種能力開発研修も拡充しております。また、プロ

ジェクトベースでの部門を越えた業務参画機会の提供や、部

門間・グループ企業間にわたる戦略的な人材配置の実践、社

員自らが現職務の満足度や適性度などを申告できる「自己申

告書」の活用、社員が自らの意思で新しい分野にチャレンジで

きる社内公募制度を通じた自律的なキャリアパス構築の支援

など、多面的な人材育成施策を展開しております。

多様性を活かす

当行の大きな強みのひとつは、年齢、性別、国籍、バックグラウ

ンドの異なる人材を擁することです。当行がこれまで打ち出し

てきた革新的なサービスやビジネスモデルも、多彩な人材の

さまざまな発想から生み出されたものであり、多様性こそが

競争力の源泉だと考えております。このような発想のもと、将

来の中核を担うことが期待される世代の拡充を図るため、新

卒採用を安定的に実施すると同時に、ビジネス運営に必要な

外部人材の中途採用を継続しており、モノカルチャーではな

い組織風土の強さを保持しております。また、新生銀行として

スタートして以降、育児休業・時短勤務制度の導入や、働く女

性社員の連携を促すウーマンズネットワークの構築など積極

的な支援を行ってきた結果、女性管理職比率（部長代理・部長

補佐・上席主任以上の職位における女性の比率）は、平成27年

4月1日現在で29%と業界最高水準を維持しております。この

比率を、平成32年には35%まで引き上げる計画です。

今後ますます少子高齢化、ライフスタイルの多様化が進む

中で、社員一人ひとりのさまざまな志向や特性を尊重し、成

長段階に応じた施策を展開することで、その能力を最大限に

活かすことができると考えております。そのために、女性向け

のリーダー育成研修やシニア層向けのキャリアプラン研修、

さらには新生銀行グループの事業創造と人材交流を活性化

する研修を実施するなど、ダイバーシティの推進に積極的に

取り組んでおります。

当行は、ますます複雑化・多様化していくお客さまのニーズ

にお応えし、既存の枠組みを越えたソリューションを提供でき

るよう、人材の多様性を尊重し、組織としての活力を向上させ

てまいります。
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金銭基礎教育プログラム「マネーコネクション®」の実施

マネーコネクション®は、若年層の無業化予防を目指して、主

に高校生を対象に、働くこととお金、将来について考えるきっ

かけの提供を目的に、ワークショップ形式で実施する、日本で

初めての金銭基礎教育プログラムです。平成18年に当行連

結子会社の新生フィナンシャル株式会社（以下、「新生フィナ

ンシャル」）が若者の就労支援で実績のある認定特定非営利

活動法人育て上げネット（以下、「育て上げネット」）と共同で

開発、展開し、平成24年度からは当行の「次世代の育成」を

テーマとした社会貢献活動の一環として、育て上げネットと共

同で実施、平成27年3月末までに、全国602校、82,465名に

プログラムを提供しております。当行は、プログラムの協賛企

業として運営を支援するほか、参加可能な地域においては、

グループ社員のボランティアによるファシリテーターとして

の参加を促進しています。このプログラムは、平成22年に経

済産業省主催の「第1回キャリア教育アワード」で優秀賞を受

賞、平成27年には、「第11回日本パートナーシップ大賞」（日

本パートナーシップ大賞運営委員会主催）で、NPOと企業の

優れたパートナーシップ事例として、特別賞を受賞しました。

当行は地域金融機関と連携し、より多くの地域でのマネー

コネクション®を展開するため、平成24年10月に株式会社福

井銀行、平成25年5月に株式会社紀陽銀行、平成25年12月

に株式会社岩手銀行と協賛契約を締結いたしました。当行で

は、今後も、各地の地域金融機関との連携の可能性を検討し

ながら、マネーコネクション®の地域での展開を強化してまい

ります。

社会貢献活動： 次世代の育成

新生銀行グループは、社会の発展に貢献する「良き企業市民」としての役割を果たすため、
社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。当行グループは、「社員参加型」の社会貢献活動を推進することで、

社員と共に持続可能な社会の実現を目指したいと考えます。

社会 貢 献 活 動 の 考 え 方

当行グループは、持続可能な社会の実現のために、「次世代の育成」と「環境」をテーマとした
活動に優先的に取り組む一方、東日本大震災復興支援も重要な社会貢献活動のひとつとして取り組んでいます。

また、これまで当行グループが実施してきたチャリティ・ランなど、社員に強く支持されている社会貢献活動も継続的に実施しています。

社 会 貢 献 活 動 の 柱

私たちの住む地球環境を守る

東日本大震災で被災された地域への支援

環境環環環
むむ地地

境境境
地地球球

復興支援復興興支支援

次世代の育成次次世世代代のの育育成成
私たちの未来を創造する子どもや若者、

障がいのある方等への支援

社会貢献活動への取り組み

「マネーコネクション®」プログラムの教材
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東日本大震災復興支援のための住宅ローンキャンペーン

当行は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期

間、東日本大震災復興支援のための住宅ローンキャンペーン

を実施し、公益財団法人東日本大震災復興支援財団に合計

546万円を平成27年5月に寄付いたしました。このキャンペー

ンは、当行の「パワースマート住宅ローン安心パック W（ダブ

ル）」（以下、「安心パック W」）をお借り入れいただいたお客さ

まの事務取扱手数料を3万円（消費税込み）割り引き、さらに同

額を当行より、公益財団法人東日本大震災復興支援財団に寄

付するというもので、寄付金は同財団が設立、運営する、東北

の高校生を対象とした返還不要の給付型奨学金「まなべる基

金」に全額充当されました。対象商品である安心パックWのお

借り入れを、お客さまに被災地支援を想起する機会としていた

だくと同時に、子育て世代を応援するという安心パックWの商

品設計と親和性の高い、次世代育成を目指す「まなべる基金」

への寄付を行うことで、東北の復興支援を目指したものです。

東日本大震災ボランティア活動

当行は、東日本大震災で被災した地域の支援のため、当行お

よびグループ各社の社員から参加を募り、平成23年7月からこ

れまでに、被災地でのボランティア活動を11回実施し、当行グ

ループ社員延べ315名が参加しました。そのうち、宮城県南三

陸町には7回訪問、側溝の泥出しや瓦礫撤去作業、養殖漁業支

援作業、仮設住宅を訪問してのミニコンサートの開催、夏祭り

の開催支援など、被災地のニーズに応じてその時点で求めら

れる活動に取り組んでまいりました。平成26年度は、被災地で

のボランティア活動を2回実施し、被災された方々の心のケア

を目的としたイベントを宮城県南三陸町と宮城県東松島市で

開催しました。当行では、東日本大震災復興支援を引き続き重

要な社会貢献活動のひとつと位置づけ、今後も被災地のニー

ズに即した支援活動に積極的に取り組んでまいります。

東日本大震災関連の講演会

平成24年度より、当行は取引先である朝日生命保険相互会社

と共催して東日本大震災復興支援活動を実施しており、宮城

県南三陸町でのボランティア活動の実施のほか、平成25年度

からは東日本大震災の風化防止を目的として、年に1回東京

で東日本大震災関連の講演会を開催しています。平成26年

度は、宮城県南三陸町社会福祉協議会事務局長と地元語り部

を講師とした講演会「震災から4年 南三陸町の今を学ぶ」を

新生銀行本店にて開催し、各社の社員やご家族、他社のCSR

担当者など117名の参加者に向け、同町の被災状況や現状と

課題、被災者としての体験談をお話しいただきました。

社会貢献活動： 復興支援

平成26年10月に南三陸町で新生銀行と朝日生命保険相互会社共催で開催した
歌と笑いのライブショー

「震災から4年 南三陸町の今を学ぶ」講演会の様子

平成26年12月に東松島市で新生銀行が主催したクリスマスコンサート
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節電および環境負荷の低減への対応

当行は、これまで、本店における通年の取り組みとして、共用

区域の消灯、会議室、応接室の人感センサーを活用した消灯

の実施など、節電への取り組みを積極的に進めてまいりまし

た。電力需要の高まる夏期には、自主的な節電の対応として、

本店共有スペースの天井照明の約75%削減の継続、「クー

ルビズ」の徹底や、空調の温度調整や空調起動時間の最適

化、外光（昼光）に応じた照明出力の自動制御、室内のCO2濃

度に応じた外気導入量の自動制御など、電力使用量の削減に

向けた取り組みを継続的に実施しております。 また、本店（平

成23年1月移転）*1および目黒プロダクションセンター（平成

24年2月移転）、大阪支店（平成25年10月移転）においては、

省エネルギー対策を導入しているビルへの移転や全店での

平成26年からのPCのVDI化*2により、さらなる環境負荷の

削減に努めております。

*1  本店が入居している日本橋室町野村ビルは平成27年2月、東京都環境確保
条例「温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度」における「トップレベ
ル事業所」に認定されております。

*2  PCのVDI（仮想デスクトップインフラ）化とは、一般に企業などでデスクトッ
プ環境を仮想化してサーバ上に集約したものであり、消費電力が小さく、一
般的なデスクトップPCよりも節電できると言われております。

環境負荷データ
単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

CO2排出量 t 6,687 3,106 3,748 3,395 
電力使用量 kWh 17,475,604 6,159,462 6,658,612 6,029,536 
ガス使用量 m3 60,476 112,000 114,000 90,000 
水道使用量（上水） t 32,764 1,290 1,481 1,638 

（注） 1.   CO2排出量の値は「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス
排出量算定ガイドライン」を参照して算出。

 2.  当行本店（関連会社を除く）および目黒プロダクションセンターのデータ。
 3.  本店、目黒プロダクションセンターとも移転後からはテナントとなったため、移転

後の年度から水道使用量はビル共有部の水道量が除かれている。

廃棄物の発生量と再資源化量
単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

廃棄物発生量 t 273 184 238 220 
再資源化量 t 181 111 148 131 
最終処分量 t 92 73 90 88 
再資源化率 % 66.4% 60.4% 62.1% 59.9%

（注） 1.  廃棄物処理量は、ビル管理会社からのデータ提供に基づき算出。
 2. 当行本店（関連会社を除く）および目黒プロダクションセンターのデータ。

環境への取り組み被災地支援および障がい者応援フェア  

当行では、東日本大震災で被災した東北の障がい者福祉施

設で働く障がい者の収入や雇用を支えるため、平成25年3月

より合計7回、本店と目黒プロダクションセンターにおいて、

当行およびグループ会社の社員に対して障がい者福祉施設

の授産品を販売する被災地応援フェアを開催してきました。

これまでに開催した同フェアにより、累計で約4,500点（123

万円相当）の食品や雑貨を販売しました。平成27年3月より、

宮城県の障がい者就労支援事業所の商品などを共同受注す

る特定非営利活動法人、みやぎセルプ協働受注センターと連

携し、数々の新しい商品をご用意して「みやぎセルプ」被災地

応援フェアを実施しました。

荒川クリーンエイドおよび藤沢ビーチクリーンプロジェクト

当行は年に1回春に、荒川の自然保護を推進する特定非営利

活動法人荒川クリーンエイド・フォーラムの協力を得て「荒川

河川敷での清掃活動」を実施しております。また、年に2回春と

秋に、一般社団法人SEGO Initiative主催の海岸清掃活動「藤

沢ビーチクリーンプロジェクト」に参加しています。ゴミ問題や

自然環境の大切さを学ぶ機会として、当行およびグループ会

社の社員ならびにそのご家族がボランティアとして参加し、春

の清掃活動には新入社員も積極的に参加しております。

社会貢献活動： 環境

「荒川クリーンエイド」参加者のグループ写真
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